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令和８年第１回足寄町議会臨時会議事録（第１号） 

令和８年１月２３日（金曜日）     

 

◎出席議員（１２名） 

  １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

  ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

  ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

  ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

  ９番 川 上 修 一 君  １１番 多治見 亮 一 君 

 １２番 二 川   靖 君  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（１名） 

１０番 進 藤 晴 子 君 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長              東海林 弘 哉 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長   佐々木 康 仁 君 

ま ち づ く り 推 進 課 長   赤 間 恵 一 君 

高 齢 者 支 援 課 長   林   俊 英 君 

建 設 課 長   森 岡 彰 寿 君 

国民健康保険病院事務長   原 田 慎 一 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長              丸 山 一 人 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              角 野 慎 一 君 

事  務  局  次  長   飯 野 真 有 君 

総 務 担 当 主 査   遠 藤 浩 一 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ４＞ 

 日程第 ３  報告承認第１号 専決処分の承認を求めることについて〔令和７年度足寄 

町一般会計補正予算（第１０号）〕＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ４  報 告 第 １ 号 専決処分の報告について（橋梁長寿命化修繕（柏倉中央 

橋）工事請負契約の変更について）＜Ｐ５＞ 

 日程第 ５  議 案 第 １ 号 固定資産評価審査委員会補欠委員の選任について＜Ｐ５ 

～Ｐ６＞ 

 日程第 ６  議 案 第 ２ 号 令和７年度足寄町一般会計補正予算（第１１号）＜Ｐ６ 

～Ｐ９＞ 

 日程第 ７  議 案 第 ３ 号 令和７年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第５号）＜Ｐ９～Ｐ１０＞ 

 日程第 ８  議 案 第 ４ 号 令和７年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算 

（第６号）＜Ｐ１０～Ｐ１１＞ 

 



― 3 ― 

午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

１０番 進藤晴子君は欠席であります。 

ただいまから、令和８年第１回足寄町議

会臨時会を開会いたします。 

 

◎ 町長挨拶 

○議長（髙橋秀樹君） 町長 渡辺俊一君

から、招集の挨拶があります。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、令和８年第１回臨時会

の招集に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

天候にも恵まれ、穏やかな新年を迎えた

ところでありますけども、最近は冬型の気

圧配置が強まり、強い寒気が入ってきた影

響で、寒い日が続いております。今日も日

本海側ですとか、大雪とかですね、非常に

寒いというようなことも、続いているよう

であります。 

十勝では平年、１月中旬から下旬にかけ

て寒さのピークを迎えるということです。

まだ冬型の気圧配置も続きそうですので、

真冬日となり冷え込みも続きそうでありま

す。インフルエンザですとか、風邪ですと

かを引かないように、体調には十分注意を

していただければというふうに思っており

ます。 

そういう寒い中ではありますけれども、

今日、皆さん御存知のとおり、衆議院が解

散され、第５１回衆議院議員総選挙が１月

２７日公示、２月８日投開票日というよう

な日程で開催されることになります。 

厳冬期の国政選挙は３６年ぶり、解散か

ら投票までの期間が戦後最短の１６日とい

うことで、どの自治体の選挙管理委員会

も、対応に苦慮されているという報道を目

にするところであります。 

足寄町においても例外ではなく、選挙管

理委員会には時間のない中で選挙準備に尽

力いただいているところであります。 

本日御審議いただく議案でありますけれ

ども、衆議院議員総選挙等に関する補正予

算の専決に伴います報告承認１件、橋梁長

寿命化修繕工事請負契約の変更に伴います

専決処分の報告１件、固定資産評価審査委

員会補欠委員の選任、物価高騰対応等に関

する補正予算の議案合わせて４件を予定し

てございます。 

御審議賜りますようお願い申し上げまし

て、御挨拶とさせていただきます。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これから、本日の

会議を開きます。 

本日の議事日程は、御手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

足寄町議会総合条例第１８４条の規定に

よって、８番細川勉君、９番川上修一君を

指名いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長欠席のため、議会運営委員会副委員長

から会議の結果の報告を願います。 

議会運営委員会副委員長 木村明雄君。 

○議会運営委員会副委員長（木村明雄君） 

本日開催されました、第１回臨時会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。 

会期は、本日１日間であります。 

本日は最初に、報告承認第１号を即決で

審議いたします。 

次に、報告第１号の報告を受けます。 

次に、議案第１号から議案第４号を即決

で審議いたします。 



― 4 ― 

以上で、議会運営委員会の協議結果の報

告を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会副委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 会期の

決定の件を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日間にしたい

と思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は本日１日間に決定い

たしました。 

 

◎ 報告承認第１号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 報告承

認第１号専決処分の承認を求めることにつ

いて〔令和７年度足寄町一般会計補正予算

（第１０号）〕の件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 佐々木康仁君。 

○総務課長（佐々木康仁君） ただいま議

題となりました、報告承認第１号専決処分

の承認を求めることについて、提案理由の

御説明を申し上げます。 

議案書２ページをお願いいたします。 

令和７年度足寄町一般会計補正予算（第

１０号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、下記のとおり令和８

年１月１９日付けで専決処分をいたしまし

たので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、御承認をお願いするものでございま

す。 

専決処分の理由につきましては、第５１

回衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判

所裁判官国民審査の執行のため、予算の補

正をする必要が生じましたが、議会を招集

する時間的余裕がありませんでしたので、

専決処分をしたものでございます。 

専決処分の内容について、御説明を申し

上げます。 

３ページをお願いいたします。 

令和７年度足寄町一般会計補正予算（第

１０号）。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１，２９４万２，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１４

億５，４３５万２，０００円とするもので

ございます。 

歳出から申し上げますので、６ページを

お願いいたします。第２款総務費、第４項

選挙費、第３目衆議院議員選挙費におきま

して、報酬や職員手当等、ポスター掲示場

設置等業務など合わせまして１，２９４万

２，０００円を計上いたしました。 

次に歳入について申し上げます。 

上段を御覧ください。 

第１６款道支出金におきまして、衆議院

議員選挙費道委託金といたしまして、１，

２９４万２，０００円を計上しておりま

す。 

以上、提案理由の御説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、報告承認第１号専決処分の承
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認を求めることについて〔令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第１０号）〕の件を

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、報告承認第１号専決処分の

承認を求めることについて〔令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第１０号）〕の件

は、原案のとおり承認されました。 

 

◎ 報告第１号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 専決処

分の報告について（橋梁長寿命化修繕（柏

倉中央橋）工事請負契約の変更について）

の件を議題とします。 

本件について、報告を求めます。 

総務課長 佐々木康仁君。 

○総務課長（佐々木康仁君） ただいま議

題となりました、報告第１号専決処分の報

告につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

議案書７ページをお願いいたします。 

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、令和８年１月１３日付けで下記のとお

り専決処分をいたしましたので、同条第２

項の規定によりこれを御報告するものでご

ざいます。 

令和７年９月１２日に議会の議決を経ま

した、橋梁長寿命化修繕（柏倉中央橋）工

事請負契約につきまして、工事内容の一部

に変更が生じ、契約金額の変更をするた

め、専決処分事項の指定について第６項の

規定に基づき、専決処分を行ったものでご

ざいます。 

専決処分書を御覧ください。 

契約変更の目的は、橋梁長寿命化修繕

（柏原中央橋）工事です。 

契約変更の原因は、契約条項第１９条及

び第２５条に基づくものでございます。 

契約変更は３の契約金額の変更で、変更

前の請負金額５，１３７万円から４２万

９，０００円を減額し、契約金額を５，０

９４万１，０００円とするものでございま

す。 

なお、減額分は契約金額の１０分の１以

内の額であり、かつ５００万円を超える額

ではないため、指定事項に基づき専決処分

を行っております。 

契約の相手方に変更はございません。 

以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、報告を

終わります。 

 

◎ 議案第１号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第５ 議案第

１号固定資産評価審査委員会補欠委員の選

任についての件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第１号固定資産評価審査委

員会補欠委員の選任について、提案理由の

御説明を申し上げます。 

地方税法第４２３条第４項の規定によ

り、下記の者を足寄町固定資産評価審査委

員会補欠委員に選任したので、同条第５項

の規定により議会の承認をお願いするもの

でございます。 

選任した方につきましては、氏名、鈴木

研司氏で、住所、生年月日は議案書に記載

のとおりでございます。 

選任日は、令和８年１月６日でございま

す。 

提案理由につきましては、令和７年１２

月８日前任者の欠員によるものでございま

す。 

鈴木氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略させていただきます。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申
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し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

○議長（髙橋秀樹君） これから、議案第

１号固定資産評価審査委員会補欠委員の選

任についての件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１号固定資産評価審

査委員会補欠委員の選任についての件は、

同意することに決定いたしました。 

 

◎ 議案第２号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第６ 議案第

２号令和７年度足寄町一般会計補正予算

（第１１号）の件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 佐々木康仁君。 

○総務課長（佐々木康仁君） ただいま議

題となりました、議案第２号令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第１１号）につき

まして、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

議案第２号令和７年度足寄町一般会計補

正予算（第１１号）につきまして、御説明

を申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億４，１２７万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

１５億９，５６３万円とするものでござい

ます。 

歳出から御説明を申し上げます。 

６ページをお願いいたします。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第１

４目企画振興費、第２４節積立金におきま

して、ふるさと足寄応援基金積立金といた

しまして、５７５万７，０００円を計上い

たしました。 

第３款民生費、第２項老人福祉費、第１

目老人福祉総務費、第１８節負担金、補助

及び交付金におきまして、福祉施設等物価

高騰対応支援交付金といたしまして、物価

高騰の影響を受けている町内の介護及び福

祉事業所７法人２０事業所に対し、介護・

福祉サービスの安定を図るため、福祉施設

等物価高騰対応支援交付金といたしまし

て、７６７万８，０００円を計上いたしま

した。 

７ページをお願いいたします。 

第７款商工費、第１項商工費、第１目商

工振興費、第１２節委託料におきまして、

あしょろ物価高騰対応商品券発行業務とい

たしまして、食料品等の負担軽減及び地域

の消費拡大による生活者・事業者支援を図

るため、町民一人当たり２万円分の商工会

商品券を配布するあしょろ物価高騰対応商

品券発行業務といたしまして、１億２，１

５１万６，０００円を計上いたしました。 

以上で歳出が終わり、次に歳入について

申し上げます。 

５ページへお戻りください。 

第１５款国庫支出金におきまして、物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金とい

たしまして、１億２００万円を計上いたし

ました。 

第１８款寄附金、第１項寄附金、第１目

総務寄附金、第１節総務管理寄附金におき

まして、ふるさと納税寄附金といたしまし

て、１，１００万円を計上いたしました。 

第１９款繰入金におきまして、財源調整

のため財政調整基金繰入金といたしまし

て、２，８１８万３，０００円を計上いた
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しました。 

これで、歳入を終わります。 

２ページにお戻りください。 

第２表で、繰越明許費補正追加１件をお

願いいたしました。 

以上で、令和７年度足寄町一般会計補正

予算（第１１号）についての提案理由の説

明とさせていただきますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。 

６ページをお開きください。 

歳出から始めます。 

款で進めます。 

６ページ、第２款総務費、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  ６ページから７

ページ、第３款民生費、質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ７ページ、第７款

商工費、質疑はございませんか。 

９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） かなり高額の支援

になるのかなと思っております。 

それでまず、商品券を町民一人当たり２

万円ということなのですけれども、恐らく

商工会さんにお願いするのかなと。委託料

が全てですので。 

それでこの委託料の内訳、例えば今、人

口が正確に何人いるか、自分も把握してな

いのですけど、一人２万円の部分が幾ら

で、商工会さんのいろいろな事務手数料、

あるいは郵送料ということだと思うのです

けれども、その辺のところをお聞きいたし

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） お

答えします。 

こちらの事業につきましては、１月末日

現在住民票のある方、住民登録のある方を

対象として給付する事業を予定しておりま

す。現時点でまだその人数が確定しており

ませんので、人数としましては１２月末日

現在の人口をもとに、原資分はおよそ１億

１，５４０万円。その他印刷費ですとか、

商工会さんが発送、問合せ対応、商品券の

換金ですとか、そういった事務経費に使う

部分が残りということで、委託料の内訳と

なっております。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ２万円の部分が１

億１，５４０万円ですか。差引がすぐ出て

こないのですけれど、どのぐらいになりま

すかということと、それから細かいことに

なりますけれども、一人２万円ということ

で商品券は郵送されるのでしょうか。 

それから、世帯ごとではなくて、一人一

人郵送されるのか、その辺もちょっとお聞

きします。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） お

答えします。 

原資分の部分が５，７７０人の２万円と

いうことで想定しております。委託料差引

でいきますと、残りの事務経費分が６１１

万６，０００円ということで、割合でいき

ますと、およそ５％弱程度が事務経費にな

るのかというところです。 

お問い合わせのありました郵送方法につ

きましては、国からですね、こちらなるべ

く早く対応できるように、申請とかを受け

付けないで、プッシュ型ということで、こ

ちらから住民登録のある方に送るというこ

とで、そういったことで受領確認がとれる

方法ですので、確定ではないのですけれど

も、例えば仮に、郵便局のレターパックプ

ラスですとか、そういった対面で受領確認

ができる手法を何かとって送るような形を
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考えております。 

郵送方法、世帯ごとに送るのか、個人ご

とに送るのかというのは、リストを商工会

さんに町のほうから住民登録のある方のリ

ストを渡して、恐らく個人ごとに、一人ご

とに商品券を入れて送る形になると思いま

す。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 分かりました。こ

の人口だと、大変な作業になりますね。そ

れでも、物価高騰で町民の皆さん苦しんで

いるので、町長も思い切った決断をされた

かなと。ほかの自治体を見てみますと、一

人当たり、例えば札幌市あたりは５，００

０円などという報道も見ていますので、

やっぱり町として頑張ってくれたのだな

と、評価をするところであります。 

それで、繰越明許費のところにこの金額

も出ていますので、恐らく実際に町民の方

の手元に届くには、少し時間がかかるとは

思うのですけども、大体、おおよそで結構

です。何月ぐらいを想定されていますか。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） お

答えします。 

今、想定している商品券の使用期限が、

３月１日から６か月間を予定しておりま

す。 

ですので、３月１日から８月まで使って

いただくようなことで、年度をまたぎます

ので、繰越明許費をお願いしているところ

です。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 理解しました。 

それでですね、この商品券の関係では、

過去にもいろいろな形で商品券配布という

ことをやっているのですけれども、例え

ば、農村の離れた地域に一人で住んでいる

方は、商品券をいただいてもなかなか買物

にも行けない、そのような話も実は聞いて

いるのです。 

これはケースバイケースで致し方ない。

町民全体で考えたら、やはり今提案されて

いる手法が個人的にはベターなのかなとい

うふうには認識しております。 

それで今、商品券の使用期限が３月から

半年ですか。その間にもしもですね、使わ

れなかった方がいた場合に、お金というの

はどういうことになるのでしょうか。町と

しては、商工会に商品券分というのは、当

然行きますよね。そして、町民が町で商品

券を利用した場合は、町民からいただいた

商品券を商工会に持って行って、お金に換

えるのですよね。それでは、もし使われな

いものが出たときには、その残ったお金と

いうのは商工会さんから戻ってくる形にな

るのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） お

答えします。 

お問い合わせのあった、商品券の原資分

につきましては、国の補助制度上もあくま

でも使用された分、支援する対象が住民と

なりますので、住民の手元に届いて、住民

が使った分が補助対象となります。ですの

で、使われなかった分が生じてしまった場

合には、その分は変更契約等を行って、商

工会さんにお支払いしないというかです

ね、そういった形になると思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 同じく７ページ、

第８款土木費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 同じく７ページ、

第１０款教育費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳出総括ございま

せんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ５ページにお戻り

ください。 

歳入に入ります。 

歳入一括で行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳入総括ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２ページにお戻り

ください。 

第２表、繰越明許費補正追加１件、質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第２号令和７年度足寄町

一般会計補正予算（第１１号）の件を採決

します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第２号令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第１１号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第７ 議案第

３号令和７年度足寄町介護サービス事業特

別会計補正予算（第５号）の件を議題とし

ます。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

高齢者支援課長 林 俊英君。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） ただい

ま議題となりました、議案第３号令和７年

度足寄町介護サービス事業特別会計補正予

算（第５号）につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

８ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１

億４，８１２万８，０００円とするもので

ございます。 

補正予算の内容について御説明申し上げ

ますので、１１ページをお開き願います。 

歳入から御説明申し上げます。 

上段が歳入となりますが、先ほど御説明

のありました議案第２号一般会計補正予算

（第１１号）で提案をされました、民生

費、福祉施設等物価高騰対応支援交付金の

対象に特別養護老人ホームが含まれており

ますことから、交付見込額の１０１万２，

０００円を諸収入で増額し、併せて一般会

計繰入金を同額減額補正するものでござい

ます。 

次に、歳出について御説明申し上げま

す。 

１１ページの下段が歳出になりますが、

補正額に増減はなく、歳入補正予算額によ

り特定財源の内訳が変更となっているもの

でございます。 

以上で提案理由の御説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。 

１１ページ、歳入歳出一括で行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  総括ありません
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か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第３号令和７年度足寄町

介護サービス事業特別会計補正予算（第５

号）の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第３号令和７年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

５号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 議案第４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第８ 議案第

４号令和７年度足寄町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第６号）の件を議題とし

ます。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

病院事務長 原田慎一君。 

○国民健康保険病院事務長（原田慎一君） 

ただいま議題となりました、議案第４号令

和７年度足寄町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第６号）について、提案理由の

御説明を申し上げます。 

補正予算書の１２ページをお願いいたし

ます。 

第２条関係でございますが、第３条に定

めた収益的収支及び支出にそれぞれ１０万

円を増額し、収益的収入及び支出の額をそ

れぞれ１３億２，４５１万８，０００円に

変更をお願いするものでございます。 

次に、１４ページをお願いいたします。 

収益的収支、収入及び支出の補正内容で

ございますが、収入におきまして、先ほど

一般会計補正予算の中で御説明のありまし

た、足寄町からの福祉施設等物価高騰対応

支援交付金として１０万円を。また、支出

につきましてはこの交付金の見合い分とし

て、光熱水費に同額の計上をお願いするも

のでございます。 

以上のとおり、提案理由の説明とさせて

いただきますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。 

１４ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第４号令和７年度足寄町

国民健康保険病院事業会計補正予算（第６

号）の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第４号令和７年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

６号）の件は、原案のとおり可決されまし
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た。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、本

臨時会に付議されました案件の審議は、全

部終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

令和８年第１回足寄町議会臨時会を閉会

いたします。 

午前１０時３８分 閉会 
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